
別添様式２

 31,320 円（税込）　＋　別途 テキスト代(6,480円 税込）

　
　名　称：
　所在地：

学　則

6　募集方法（募集開始時期
　 ・受講決定方法を含む）
　 受講手続及び本人確認
　 方法

・当法人の指定用紙に必要事項（写真を添付）を記入し、郵送等手続きにより
申込む。但し、定員に達した場合は受付終了とする。
・当法人は申込内容を確認後、受講料等の支払いのための書類を受講者あてに
送付する。これをもって受講申込手続き完了とする。
・受講者は、指定の期日までに受講料等を納入する。
・受講者の本人確認は開校日に公的証明書（運転免許所等）で確認する。

1　事業者の名称及び所在地

2　研修事業の名称

3　研修課程及び形式

4　開講の目的

名称：　有限会社生活サポーターおりづる

住所：　山口県光市丸山町1-12

おりづる介護職員初任者研修（通信）

介護職員初任者研修課程　　（　通学　・　通信　）

介護に従事しようとする者を対象とした基礎的な養成研修として、介護に携わ
るものが業務を遂行する上で求められる専門的な基本姿勢、基本的な知識・技
術を習得するための研修とすることを目的とする

5　受講対象者（受講資格）
　 及び定員

受講対象者は介護に従事することを希望する者であり、16歳以上の心
身ともに健康である者とする。
定員は8名とする

7　研修参加費用

8　解約条件及び
　 返金の有無

受講申込手続き完了後の解約については、研修期間の標準受講期間内において
解約申出を受け、受講開始日からの期間により解約金を定め、差額について
は、受講者へ返還を行う

9　研修カリキュラム 別添様式11-1（又は別添様式11-2）のとおり

10　研修会場
　 （名称及び所在地）

有限会社生活サポーターおりづる
山口県光市丸山町1-12

11　担当講師 別添様式3参照のこと

15　通信形式の場合
　　その実施方法
　・添削指導及び面接指導
　　の実施方法
　・評価方法及び認定基準

　
　・自宅学習中の質疑等へ
　　の対応方法

・学習の方法
第2日目講義終了後、添削課題（レポート問題）を教室にて配布
第4日目講義終了後、教室にてＮＯ1提出
第6日目講義終了後、教室にてＮＯ2提出
第8日目講義終了後、教室にてＮＯ3提出
第12日目講義終了後、教室にてＮＯ4提出

・評価の方法
　成績表を各提出日の次の講義時（NO4に関しては郵送）に返却する
・合格＝70点以上
・不合格＝69点以下の場合は合格点に達するまで再提出をさせる
・自宅学習への対応方法
　受講者が学習開始後、解らない箇所が発生した場合は、質問用紙
　を郵送またはFAXにて当事者へ送付する。
・質問用紙は担当講師による回答を記入後、質問者へ郵送により返
送。

12　実習施設 別添様式6参照のこと

13　使用教材（テキスト）
　 （副教材も含む）

日本医療企画
介護職員初任者研修課程テキスト（全3巻）
1巻：介護・福祉サービスの理解
2巻：コミュニケーション技術老化・認知症・障害の理解
3巻：こころとからだのしくみと生活支援技術

14　科目免除の取扱い 科目免除については行わない



15　通信形式の場合
　　その実施方法
　・添削指導及び面接指導
　　の実施方法
　・評価方法及び認定基準

　
　・自宅学習中の質疑等へ
　　の対応方法

・学習の方法
第2日目講義終了後、添削課題（レポート問題）を教室にて配布
第4日目講義終了後、教室にてＮＯ1提出
第6日目講義終了後、教室にてＮＯ2提出
第8日目講義終了後、教室にてＮＯ3提出
第12日目講義終了後、教室にてＮＯ4提出

・評価の方法
　成績表を各提出日の次の講義時（NO4に関しては郵送）に返却する
・合格＝70点以上
・不合格＝69点以下の場合は合格点に達するまで再提出をさせる
・自宅学習への対応方法
　受講者が学習開始後、解らない箇所が発生した場合は、質問用紙
　を郵送またはFAXにて当事者へ送付する。
・質問用紙は担当講師による回答を記入後、質問者へ郵送により返
送。

16　研修修了の認定方法

定めたカリキュラムにおいて、すべての添削課題の合格ラインの到
達、スクーリング全日程の出席、知識と技術の評価（こころとからだ
のしくみと生活支援技術の項目においては、介護技術の習得が講師に
より評価されたことが基本）の合格、修了試験の合格、および受講料
等が完納されている者を修了者と認める
修了評価は、筆記試験により行うこととし、100点を満点として、A
（90点以上）、B（89点～80点）、C（79～70点）及びD（70点未満）
の区分で評価する。なお、D評価を得た者については、必要に応じて
補講を行うとともに、原則として、修了者と認定するに足るまで再評
価を行う。

17　欠席者の取扱い（遅
　　刻・早退の扱い含む）

研修開始前に出席表により出欠の確認をする。やむを得ず欠席する場
合
は、研修開始前に電話等により届け出ることとする。なお、10分以上
遅刻した場合は欠席とする

18　補講の取扱い
　 （実施方法及び費用等）

やむを得ない事情で事業者が認めた事情において研修を欠席した場合
は、研修期間内での補講（振替受講）を受けることにより当該科目に
出席したものとみなす。なお、補講費用は5,000円とする。

19　受講の取消

次の各号の一に該当する者は、事業者の判断により当該受講生の
受講を取り消すことができる
（1） 学習意欲が著しく欠け、修了の見込みがないと認められる者
（2） 学習態度が著しく悪くカリキュラムの進行を妨げる者
（3） 他の受講者の学習を著しく妨げる者
（4） 自力で演習内容を行うことができない者
（5） その他、事業者が不適当とみなした者
受講を取り消されるに至った者は、その間履修した当該研修につい
ては全て無効とする

20　受講者の個人情報の
　　取扱い

当該研修における個人情報については厳正に管理を行う
（1）当事業者は事業実施や本人確認書類などにより知りえた受講
　　 生などの個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的にしない
（2）受講者については、講義などで知りえた個人情報をみだりに
　　 他人に知らせ、または不当な目的に使用することがないよう
　　 受講者から誓約書の提出を求める

21　研修事業執行担当部署
　　及び研修責任者

研修事業は、有限会社生活サポーターおりづる 介護職員養成研修事業部
研修責任者は、（大石満代）

22　その他、研修実施に係
　　る留意事項

研修事業の実施に当たり、必要な措置を講じる
（1）研修に関しては苦情等の窓口を設けて、苦情及び事故が生じた
　　 場合には迅速に対応する
（2）修了者は修了者名簿に記載し、要綱指定された様式に基づき知
　　 事に報告する。また、修了者名情報については永年管理する
（3）研修機関が公表すべき情報については、ホームページ上で公表
　　 する
（4）修了を認定された者は、介護保険法施行令第3条第１項に定め
　　 る修了証明書および修了証明書（携帯用）を交付する
（5）この学則に必要な細則並びに、この学則に定めのない事項で
　　 必要があると認められる場合は、当社がこれを定める


